
　

　
▼
住
所

　
▼
電
話
番
号

●
意
見
書
の
提
出
方
法　
次
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
電
話
に
よ

る
意
見
の
受
付
は
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。）

　
▼
持
参
（
役
場
総
合
窓
口
、中
央
公
民
館
、

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
な
か
や
ま
保
育

園
の
各
窓
口
）

　
▼
郵
送（
中
山
町
大
字
柳
沢
２
３
２
２
番
地
１
）

　
▼
フ
ァ
ク
ス
（
６
６
３
‐
１
０
５
０
）

　
▼
電
子
メ
ー
ル
（kosodate@

tow
n.

nakayam
a.yam

agata.jp

）

　
町
で
は
子
育
て
支
援
対
策
と
し
て
、
平
成

２７
年
４
月
か
ら
始
ま
る
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
」
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
２７

年
度
か
ら
の
５
箇
年
計
画
と
し
て
『
中
山
町

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
』
素
案
を

策
定
し
ま
し
た
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

●
案
の
公
表
方
法　

　
▼
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
新
着
情
報
」
へ
の

掲
載　

　
▼
役
場
総
合
窓
口
、
中
央
公
民
館
、
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
な
か
や
ま
保
育
園
の

各
窓
口
で
の
閲
覧

●
意
見
提
出
期
間　
１２
月
１５
日
（
月
）
～
平

成
２７
年
１
月
９
日
（
金
）
※
郵
送
の
場
合

は
１
月
９
日
（
金
）
の
消
印
ま
で
有
効

●
意
見
書
の
記
載
事
項　
意
見
書
の
書
式
は

自
由
で
す
が
、
次
の
事
項
を
必
ず
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

　
▼
『
中
山
町
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
』
素
案
へ
の
意
見

　
▼
氏
名
（
法
人
・
団
体
の
場
合
は
、
そ
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）　

『
中
山
町
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
』
素
案
に
対
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
（
意

見
公
募
）
を
実
施
し
ま
す

※
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
２
１
０

　
平
成
２６
年
に
お
け
る
米
の
概
算
金
の
大
幅

な
減
額
に
伴
う
減
収
に
加
え
、
経
営
所
得
安

定
対
策
の
見
直
し
に
よ
り
経
営
に
影
響
を
受

け
る
農
業
者
に
対
し
、
稲
作
の
再
生
産
及
び

経
営
の
維
持
安
定
に
必
要
な
資
金
と
し
て
、

無
利
子
で
融
資
を
行
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
町
内
に
お
住
ま
い
の
農
業
者
で
資
金
の
活

用
を
検
討
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
、
お
申
込
み

は
町
内
の
各
金
融
機
関
窓
口
と
な
り
ま
す

が
、
ご
相
談
に
つ
い
て
は
右
記
に
て
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

平
成
２６
年
米
価
下
落
対
策
緊

急
資
金
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

スキー教室　参加者募集
●期日　 平成２７年1月１０日（土）、１７日（土）、
　　　　２4日（土）
●場所　蔵王猿倉スキー場（送迎付き）
●対象　町内の小学３年生から一般の方まで
            （３日間受講できる方）。初心者大歓迎。
●定員　先着２５名
●参加費　３日間で１名につき、子ども10,000円、

大人13,000円（インストラクター代、リフト代、
昼食代、保険代）貸しスキー代１日1,000円は別
途。

●申込方法　総合体育館にある募集要項・申込書
に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて、１２
月2日（火）～２６日（金）まで総合体育館にお
申込みください。（申込の際は印鑑が必要です。キャ
ンセル料は１２月２６日以降、一部返金できません。）

　
※お問い合わせ先　町体育協会スキー部　石川
☎090-2602-9633または総合体育館　☎662-2300

ほんわ館おはなし会

●日時　１２ 月 ２０ 日（土）午前 １１ 時～
　もうすぐクリスマスですね！
　スペシャルなパネルシアターを用意しています
ので、ぜひお越しください♪

食育・栄養などの『食』に関する
　　　　　相談会を開催しています
●日時　毎週水曜日　午後１時 ３０ 分～
●場所　中央公民館　第１・２会議室

“お料理の調味料は母（作り手）の愛なり”です。
お気軽に相談にいらしてください。
※お問い合わせ先
　　中山町お箸の会事務局　池田　☎ 662‐ 6620

積雪や路面凍結、悪天候時の視界不良
等により交通事故の多発する時期です !!

　家族みんなが年末を無事故で
過ごし、明るい新年を迎えるた
めにも、人も車も「しっかり止
まってはっきり確認」し、交通
事故防止に努めましょう！

冬道の安全運転５則を守りましょう

①スピードは夏場より １０ キロ以上減速する
②車間距離は、路面乾燥時の２倍以上とする
③急加速、急ブレーキ、急ハンドル等の急激な操作を避ける
④視界不良時は、前方をよく見て早めに徐行する
⑤危険がいっぱい　追い越しはしない

※ よ り 詳 し い 内 容 は、町 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.town.nakayama.yamagata.jp/
gyosei/jinji/jinji.html）に掲載しています。

■職員の平均給料等の月額及び平均年齢（平成２６年4月1日現在）
区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 ３０５,３３５ 円 ３４０,４０１ 円 ４１.０ 歳
技能労務職 ３２８,６３３ 円 ３５７,８５２ 円 ４７.４ 歳

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住
居手当、管理職手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計
したものです。

※財政難に伴い、管理職手当については10％減額措置を実施して
います。給与の額は、減額措置後の額です。

■職員の初任給（平成２６年4月1日現在）
区　　分 初任給

一般行政職 大学卒 １７２,２００ 円
高校卒 １４０,１００ 円

技能労務職 高校卒 １３７,３００ 円

■職員の手当の状況
・期末手当・勤勉手当（平成２５年度）

期末手当 勤勉手当
支給割合 ２.６ 月分 １.３５ 月分
加算措置 役職加算 ５ ～ １５％

１人当たり
平均支給額 １,２９０ 千円

・退職手当（平成２６年4月１日現在）

区　　分 中　　山　　町
自己都合 勧奨・定年

支給率

勤続 ２０ 年 ２１.６２０ 月分 ２７.０２５ 月分
勤続 ２５ 年 ３０.８２０ 月分 ３６.５７０ 月分
勤続 ３５ 年 ４３.７００ 月分 ５２.４４０ 月分
最高限度額 ５２.４４０ 月分 ５２.４４０ 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
(２～ ４５％加算 )

退職時の特別昇給 無
１人当たり平均支給額 １８,２１７ 千円

・時間外勤務手当（平成２５年度）
支給実績 １８,４５２ 千円

職員１人当たり
平均支給年額 ２１２ 千円
※ 参議院議員通常選挙関連の時間外勤務手

当も含まれています。

■ラスパイレス指数
平成 ２０ 年度 平成 ２１ 年度 平成 ２２ 年度 平成 ２３ 年度 平成 ２４ 年度 平成 ２５ 年度

９７.７ ９６.７ ９６.０ ９６.５ １０５.４(９７.４) １０５.８(９７.７)
※ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
100として計算した指数です。

※ 平成２４年度・２５年度の（　　）内の値は、国家公務員の時限的な給与改定・臨時特例法による給与減額措置
がないものとした場合の値です。

■年齢別職員構成の状況（平成２６年4月1日現在）

区分 ２０ 歳
未満

２０ 歳
～

２３ 歳

２４ 歳
～

２７ 歳

２８ 歳
～

３１ 歳

３２ 歳
～

３５ 歳

３６ 歳
～

３９ 歳

４０ 歳
～

４３ 歳

４４ 歳
～

４７ 歳

４８ 歳
～

５１ 歳

５２ 歳
～

５５ 歳

５６ 歳
～

５９ 歳
６０ 歳
以上 計

職員数
（人） 0 ５ １４ ７ １０ １０ ６ ６ １１ １０ １６ １ ９６

■特別職の報酬等の状況（平成２６年4月１日現在）

区　分
給料等月額 期 末 手 当 支

給割合（平成
２５ 年度）

算定方法
（支給時期）減額前 減額後

給料
町　長 820,000 円 656,000 円

6 月期　1.4 月分
１２ 月期　1.5 月分
計　　2.9 月分

給料月額×在職月数× 0.567
（在職中通算又は任期ごとのいずれ

かを本人が選択）

副町長 635,000 円 571,500 円
給料月額×在職月数× 0.331

（在職中通算又は任期ごとのいずれ
かを本人が選択）

報酬
議　長 310,000 円 ※ 特別職の給料については、町長 ２０％、副

町長 １０％の減額措置を実施しています。副議長 255,000 円
議　員 240,000 円

町職員の給与などの状況をお知らせします
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